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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

  当町は、青森県の西南部に位置し、西は日本海に面し、東は鰺ヶ沢町、南は秋田 

県に接する県境の町である。地形は、南北に約７８㎞を有する海岸線から山岳地帯 

まで変化に富み、日本海に沈む夕陽や世界自然遺産に登録された「白神山地」など、 

自然景観豊かな地域である。 

  また、総面積４８８.８９㎢は青森県内の市町村で５番目の広さであり、そのう 

ち山林原野が９０％以上を占めているため、海岸線まで険しい山岳地帯が迫ってい 

る地勢となっており、国道、ＪＲともに海岸線に沿う形で敷設されている。 

気候においては、日本海を北上する対馬海流（暖流）の影響で沿岸部の積雪は少 

ないが、山間部は豪雪地帯となっており、南北に長い町のため、南と北の地域では 

天候が異なる日も少なくない。 

人口は、平成３０年３月末で８,３５９人、男性３,９３７人、女性４,４２２人と 

なっており、６５歳以上の人口割合は４６％と県内でも上位の高齢化比率となって 

いる。 

産業別就業者人口は、平成２７年国勢調査によると、当町の基幹産業である農業、 

漁業等の第一次産業が２５％であるが、中山間地特有の小規模農家や個人経営の漁 

業者が大半となっている。 

第二次産業の就業者人口は２０％で、建設業と製造業が主となっているが、公共 

事業の減少、人口減少に伴う国内需要の減少や大企業の海外移転等の経営変化の影 

響を受け、厳しい状況が続いている。 

第三次産業の就業者人口は５４％で、卸売・小売業や宿泊業、飲食サービス業が 

主である。卸売・小売業においては、家族経営による小規模事業者が多く、後継者 

不足により、地域の商店街では、商店数が減少し、空き店舗が顕著となっている。 

また、宿泊業や飲食サービス業は、春から秋にかけて、世界遺産の「白神山地」や 

津軽国定公園に含まれている「十二湖」、人気の「ＪＲ五能線」から見る日本海の夕 

陽等の景勝地により、観光客が多く訪れているが、冬季間は観光客が激減する悩み 

を抱えている。 

  このように極めて厳しい地域情勢において、地域の中小企業は、従事者の高齢化 

や人手不足、施設・設備等の老朽化等の課題に直面している。このままでは、経営 

が成り立たず、廃業に追い込まれることとなり、地域経済の縮小、地域活力の減退 

など、さまざまな悪循環を生みだし、地域社会の存続に甚大な影響を与えることが 

危惧される。 

当町においては、中小企業が地域経済・雇用を支える存在として重要な役割を果 



たしているため、創業・企業支援、中小企業者への円滑な資金供給とその経営支援 

体制の強化等の各種事業を推進するとともに、中小企業が所有する老朽化した設備 

を生産性の高い先端設備へ更新するよう促し労働生産性を向上させることで、中小 

企業が抱えている課題を解消すものである。 

 

（２）目標 

  生産性向上特別措置法第３７条第１項の規定に基づく導入促進基本計画を策定

し、中小企業者の先端設備等の導入を促すことで、深浦町経済の維持・成長を目指

す。ついては、計画期間中に５件程度の先端設備等導入計画の認定を目標とする。 

  

 

（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（導入促進指針に定めるもの

をいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

  当町の基幹産業である第一次産業の産業別就業者人口は、米の価格の下落や有害 

鳥獣被害、後継者・担い手不足等から平成１７年の１,２６２人から平成２７年には 

９２０人に減少している。 

第二次産業においても、建設業の割合が高く、公共事業等の影響を受けやすいこ 

とから、平成１７年の１,２１３人から平成２７年には７４３人に減少している。 

 また、第三次産業においても、インフラの整備が進み近隣市町への移動時間が短 

縮され、町外の大型スーパー及び大型ショッピングセンター等に消費が大量に流出 

していることや、事業者の高齢化及び後継者不足が、地元の商店街に影響を与えて 

おり、就業者人口は平成１７年の２,２９５人から平成２７年には２,００５人に減 

少している。 

 このように、きわめて厳しい地域情勢において、当町の中小企業は、農林水産業、 

建設業、製造業、卸売・小売業、サービス業等と多岐にわたっており、多様な業種 

が、当町の経済、雇用を支えているため、これらの産業で、広く中小企業者の生産 

性向上を実現させる必要がある。 

よって、本計画において対象とする設備は、多様な産業の多様な設備投資を支援 

する観点から、経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第１条第１項に定め 

る先端設備等の全てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

  当町は、昭和３０年と平成１７年の町村合併により現在の深浦町となった。その 

ため、大きく旧深浦町、旧大戸瀬村、旧岩崎村の３つの地域に分けられるが、いず 



れも同じように農林水産業を基幹産業とし、建設業、製造業、卸売・小売業、サー 

ビス業等と多岐にわたっており、多様な業種が地域経済を支えてきたことから、そ 

れぞれ各産業の地域分けが明確ではなく、域内に広がっているため、事業者の生産 

性向上を実現する観点から、本計画において対象とする地域は町内全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

  前述のとおり、当町の産業は、農林水産業、建設業、製造業、卸売・小売業、サ 

ービス業等と多岐にわたって、多様な業種が、経済、雇用を支えており、これらの 

産業を支援するため、本計画において全ての業種を対象とする。 

また、生産性向上に向けた事業者の取組は先端設備の導入による業務の効率化、

新商品の開発、省エネの推進等、多様である。したがって本計画において労働生産

性が年率３％以上向上することに資すると見込まれる事業であれば、幅広く対象と

する。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 国が同意した日から３年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

  ３年間、４年間、５年間とする。 

 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

①人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない、設備導入に伴う人員増 

が、労働生産性の評価に当たって不利にならない等、雇用の安定に配慮する。 

  ②公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては、 

計画認定の対象としない等、健全な地域社会の発展に配慮する。 

  ③町税を滞納している者については、計画認定の対象としない等、納税の円滑化 

及び公平性に配慮する。 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。 


